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被
災
地
の
仮
設
住
宅
に
関
す
る
質
問
主
意
書

用
地
確
保
な
ど
に
難
渋
し
、
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
仮
設
住
宅
の
完
成
に
つ
い
て
、
政
府
は
我
が
党
の
意
見
を
取
り
入
れ
、

被
災
者
が
自
力
で
賃
貸
住
宅
を
借
り
た
場
合
に
国
や
県
が
家
賃
を
負
担
す
る
政
策
転
換
を
し
た
。
し
か
し
今
尚
、
生
活
弱
者
、

様
々
な
生
活
の
ニ
ー
ズ
、
ま
た
生
活
困
難
者
な
ど
へ
の
柔
軟
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
仮
設
住
宅
、
み
な
し
住
宅
の
区
別

な
く
、
政
府
の
非
常
時
に
お
け
る
精
緻
に
し
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
対
応
が
喫
緊
の
課
題
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

被
災
者
の
中
で
、
高
齢
者
、
要
介
護
者
、
障
害
者
、
入
院
患
者
、
乳
幼
児
な
ど
を
抱
え
、
医
療
施
設
や
介
護
施
設
が
遠
隔

地
に
あ
る
た
め
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
の
が
困
難
な
世
帯
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
る
の

か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

被
災
者
の
中
に
は
大
家
族
も
あ
り
、
世
帯
ご
と
の
移
動
で
は
な
く
、
入
居
人
数
に
よ
る
入
居
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

三

通
勤
や
通
学
が
必
要
な
世
帯
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
な
移
住
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
具
体
的
な
雇
用
対
策
を
進
め
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

一



四

三
に
関
連
し
、
仕
事
が
な
く
収
入
の
な
い
世
帯
に
つ
い
て
、
生
活
の
手
当
や
雇
用
対
策
が
必
要
と
考
え
る
が
、
菅
内
閣
の

見
解
如
何
。

五

一
〜
四
に
関
連
し
、
現
状
に
お
い
て
、
生
活
困
難
者
は
も
と
よ
り
、
自
殺
者
等
が
増
加
し
て
い
る
と
聞
く
が
、
ど
の
よ
う

に
対
処
し
て
い
く
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


